
 

 

 

 

 

 

横浜市では、「横浜市重度障害者（児）日常生活用具給付事業」によって、日常生活を円滑に過ごすた

めに必要な用具を給付しています。 

給付対象となる用具は、障害種別・等級、対象者要件、世帯状況等により異なります。要件や手続き方

法についてはお住まいの区の福祉保健センターへご相談ください。 

 

１  手続に必要なもの 

 (1) 購入前の相談・申請が必要です。また、下記の他に追加の書類提出が必要となる場合があります。 

(2) 対象者ご本人以外の方が申請する場合は、申請する方の身元確認書類をお持ちください。 

 

２  見積書 

(1) 見積書の作成は、購入予定の事業者に、この制度の利用の可否を確認の上、依頼してください。 

(2) 見積書には、品名（製品名・型番・規格等）、単価、数量、合計金額、対象の方の住所・氏名等の記載が必要で

す。また、商品のカタログなど参考資料がありましたら、添付してください。 

(3) 制度対象となるのは、原則として、横浜市が定める各品目の要件に該当する商品です。基準額を超えた額は利用

者負担となります。詳しくは窓口でご相談ください。 

(4) 記載方法は、横浜市ホームページ「日常生活用具」から「事業者の方へ」のページでもご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

① 個人番号（マイナンバー）のわかるもの 心身に障害がある、制度対象となる方のもの。 

② 

障害を対象者要件とする方 障害者手帳等 
対象要件及び対象者本人確認のため必要です。申請時に

窓口にてご提示ください。 

難病を対象者要件とする方 

所定の書式の診断書                 事前の相談時にご確認ください。 

本人確認書類 ご用意いただくものについて、窓口にてご確認ください。 

③ 見積書 取扱事業者に作成を依頼し、窓口にお持ちください。 

④ 障害者（児）日常生活用具給付事業申請書 

申請時に窓口にて記入してください。 

⑤ 世帯状況・収入等申告書 

⑥ 

（市外から転入され市民税が横浜市で課税されていない場合） 

・税照会の同意書、委任状 

・市民税課税証明書（※16歳未満の扶養を確認する場合） 

対象者の年齢や世帯構成、税額等によって、ご用意いた

だく書類の種類や範囲が異なります。事前に相談窓口で

ご確認ください。 

非継続030701 

 
重度障害者（児）日常生活用具給付等事業のご案内 

 

※ ストーマ用装具、紙おむつ、気管孔用プロテクター、人工喉頭（埋込型用人工鼻）、収尿器については、 

「継続品目用」をご覧ください。 

 

裏面へ続く 



３  利用者負担額 

(1) 原則として、要する費用の１割が利用者負担になります。ただし、世帯の課税状況に応じて、一回の申請

ごとに、負担上限額が設定されています。 

(2) 世帯の範囲は、下記のとおりです。 

ア 18歳以上の障害者の場合：本人と配偶者 

イ 18歳未満の障害児の場合：保護者の属する世帯全員（単身赴任等の保護者を含む。） 

区 分 世帯の課税状況等 負担上限額 

生 活 保 護 世 帯  
生活保護世帯等 
※ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の 

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援給付を受けている場合を含む。 
０円 

低  所  得  市民税非課税（注１）世帯 ０円 

一  般 
市民税課税世帯であって、 

市民税所得割額（注１）が最も高い方の税額が、46万円未満（注２）の世帯 
３７，２００円 

制 度 対 象 外 いずれかの世帯員の市民税所得割額（注１）が、46万円以上（注２）の世帯 対象外 

（注１） 市民税額は、①申請する月が７～翌年３月の場合：当該年度、②４～６月の場合：前年度のものを、確認します。 

（注２） ①平成 30年度以降の市民税額について、指定都市にお住まいの方であっても、引き続き税制改正前の標準税率（６％）

を用います。 

所得割額は、②住宅借入金等特別税額控除、③寄付金税額控除が、控除される前の額を用います。また、④年少・特定

扶養親族控除が、廃止される前の計算を用います。 

 

４  給付できる個数、耐用年数、再給付について 

(1) 給付できる個数は、原則として、一つの品目につき１個です。ただし、品目によっては、同一年度内

に限り複数個給付可能な場合もあります。 

(2) それぞれの品目には、耐用年数を設定しています。 

(3) 給付された用具が使用できる間は耐用年数に関わらず、再給付はできません。 

(4) 耐用年数満了前に用具が使用できなくなった場合で修理が可能な時は、修理をしてご使用いただき

ます。その場合の費用は、全額利用者負担になります。 

(5) 修理できない時は、再給付のご相談をお受けします。その際は、修理不能であることを確認するため、

用具を購入した事業者等（販売店・メーカーなど）の連絡先、事業者等が作成した修理不能である旨が

記載された書類等を持参していただく場合があります。 

 

５  給付の流れ 

  

 

 

申請、ご相談、書類の確認 お住まいの区の区役所内、【高齢・障害支援課／こども家庭支援課】 まで、直接ご連絡ください。 

制度全般に関すること 健康福祉局障害自立支援課 電話：671-3891（市役所本庁） FAX：671-3566（市役所本庁） 

申請 給付決定 

区役所から決定通
知書が届きます。 
事業者には給付券

が送られます。 

用具を受け取り、
給付券に受領した
旨を記入してくだ
さい。 

受領 支払 

利用者負担額を事
業者に支払います。 
公費負担額は区役

所から事業者へ支払
います。 


